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研究成果の概要（和文）：　本研究では、東日本大震災（東北大震災）の原発放射能被害・津波被害に関する救済策・
災害復興につき､居住福祉を軸に多面的考察を行った。とりわけ未曾有の放射能問題を、チェルノブイリ事故やスリー
マイル島事故の例と比較しつつ、日本の問題状況・その解決策を分析した。
　その結果、第１に、居住福祉法学の主張に反して、相変わらず居住福祉補償は貧弱であり、公共工事に巨額が費やさ
れるという構造的問題は増幅し、第２に、原発放射能被害の災害復興についても、同様の問題があり（除染や中間貯蔵
施設問題への偏り）、第３に、帰還圧力に偏る復興施策は、諸外国の居住福祉政策とは大きく異なり、深刻な問題が残
されることも指摘した。

研究成果の概要（英文）： In this project. the radiation and tsunami disaster recovery after East Japan 
Earthquake has been manifoldly examined from the housing/living welfare perspective. Especially the 
systemic issues regarding the Fukushima disaster recovery as compared to Chernobyl and Three Mile Island 
cases, have been focused.
 We conclude as follows: First, the living welfare remedies are still marginalized despite our 
longstanding arguments, while the public expenditure has been wasted for public construction works. 
Second,the similar sytemic problem has been mentioned in Fukushima radiation disaster recovery with 
regard to huge decontamination public works, for example. Furthermore, contrasted to the Chernobyl 
housing policy, the public support for evacuation to avoid radiation health effects is problematically 
limited and diminishing based on the dominant return policy. The broader remedies based on 
sufferers'living welfare are strongly needed to improve these structural failures.

研究分野： 民法・居住福祉法

キーワード： 放射能被害　原発事故　潜在的損害　補償　居住福祉　自主避難　予防原則　因果関係
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１．研究開始当初の背景 
本研究は、近時の東日本大震災との関係で

俄に行うものではなく、かねての追求テーマ
である「居住福祉法学」の重要局面として「災
害復興」があり、これまでの科研費研究でも
「弱者包有的災害復興のあり方」を多面的に
模索してきたが、その延長線上で、今回の大
災害に即して、各方面の研究者を充実させて、
大きく３つの領域から、研究を深化させるも
のである。 
「居住福祉法学」は、衣食住の三本柱の居

住について、「住まい」とともに、「職業（生
業）」、「消費」生活、子どもの「教育」、通勤・
通学の「交通の便」、高齢者の「医療・福祉・
介護」、「治安」、休日の「保養」・「生活・自
然環境の持続」など、包括的・多面的に捉え、
この局面が、わが国では従来近代的所有概念
の下に欠落し、市場主義的な「甲斐性」の問
題とされて、「低所得者の居住保障」充実の
見地から、先進諸国の中でも例外的な位置に
あることに鑑み、《居住問題への公共的支援
に舵を切る》ものである。 
そして、災害復興問題には、「居住福祉法

学の中心軸ないし本丸」として、かねて取り
組んできており（１９９５年の阪神・淡路大
震災、２０００年の鳥取西部震災、２００５
年の新潟中越地震等を皮切りとして、取り組
んだ課題としては、（１）住宅再建補償の問
題（１９９８年に制定された「被災者生活再
建支援法」の経緯、その後の改正・運用状況・
課題等）、それを補う地方自治体の努力の調
査、そこにおける住宅補償・産業（生業）補
償の限定性の指摘、（２）被災マンションの
建替え問題、その紛争の実相の調査、検討、
（３）避難所、仮設住宅、復興住宅という被
災対応の住宅政策に伴う諸問題の検討、とく
にそこにおける被災者間のコミュニティの
崩壊と維持の問題、またスクラップ・アン
ド・ビルド式の問題、ケアの確保・孤独死問
題、（４）被災地域の産業損害の対策として
の不十分さの指摘、またその前提として、
（５）中山間地の居住福祉の再生問題、さら
に、嫌忌施設（とくに原発）と震災の問題に
ついても指摘していた）、今回の超弩級大震
災（震災、津波、原発事故）において、《こ
うした「居住福祉的災害復興法学」の基本路
線、考察方法の継続は維持できる》と考える。 
東北大震災で、空間的規模的にも、時間的

影響の点でも（放射能被害の場合）､未曾有
の課題に直面し、居住福祉に即した法政策・
法原理的検討の不充分なところを補強し、そ
れに対応した民法の基本概念の変容・再構築
の考察の必要を痛感し、本研究に着手した。
本研究では、第１に、居住・生活復興面、第
２に、放射能リスク対応の問題、第３に、被
災地コミュニティ（家族、地域コミュニティ）
の崩壊・変容及びそれに対する対策（被災者
の精神面でのケアの問題の検討も行う）、の
三方面から、総合的にアプローチすることと
した次第である。 

 
２．研究の目的 
過般の東日本大震災での震災・津波・放射

能汚染というトリプル被害からの復興問題
を、居住福祉法学の軸から、民事法学の所
有・責任・家族・地域コミュニティの変容を
意識した再構築を行う。 
《災害弱者の居住福祉への公共的支援の

手薄さへの批判的視角》から、第１に、「災
害復興所有・居住」の点で、住居・産業の補
償、被災マンション問題、高台移転、浸水域
再生など共有地（コモンズ）の方途を扱い、
第２に、「放射能損害論・環境論」として、
蓄積型損害の救済方法、食糧・海洋汚染への
対処、エネルギー政策やリスク管理論、第３
に、「家族・地域コミュニティ論」として、
孤児・精神的障害対応、コミュニティ形成（福
島型集団避難との関係の広域的支援、仮設・
復興住宅の絆形成）、児童の地域養護システ
ム等を扱い、総合的に大震災復興の政策提言
とそれを可能にする民事法学再構築を行う。 

 
３．研究の方法 
上記の研究内容の３点に即して記述する。

すなわち、第１の点〔岩手・宮城型津波災害
への対応〕では、例えば、①仮設・復興住宅
の敷地として、津波浸水域が除外されて住宅
域が限られ、供給不足となり、それが「コミ
ュニティ入居」（中越震災以来の先例）の崩
壊、被災者の絆の破壊の事態を生み、居住不
便な仮設の不使用を来している。②防災的な
高所移転（集団移転）に不可欠な財政的支援
への対応も遅れ、なかなか実現せず（例えば、
大船渡市の例）、防災住宅建設の再建の計画
的実現、土地利用計画の早急な検討が喫緊で
ある（土地所有形態の抜本的な構想も求めら
れている（例えば、賃貸形態への変更（玄海
地震などの成功例がある）、定期借地権の利
用等の発想の転換が求められる））。 
また、中山間地問題に関わることとして、

③被災地域の産業復興の進め方（その中で、
再生エネルギー関連産業をどう位置付ける
か）、中国の「対口支援」のようなペアリン
グ支援を導入するか、④従来のサプライチェ
ーン被害の検証と再構築の方途、⑤被災域が
広大で、権利関係も共有地ないしコモンズ的
になるが、沿岸海洋部、海産資源、沿岸被災
地区の復興をどうするか、など問題はある。
その際には、住宅・産業補償の先例では、救
済不十分であり、それを塗り替える必要もあ
る。 
第２の問題〔福島型放射能災害への対応〕

については、①まずは、原子力損害賠償法の
下で、進行している賠償メカニズムの再検討
である。放射能被害が、塵肺やアスベストな
どと同様の、《蓄積型かつ致命的損害》であ
ることに対応した填補システムを模索する。
②かかる場合の救済原則として、「予防・警
戒原則（precautionary principle）」が前面に
出て、事前の避難措置が肝要だが、本災害時



の政府の情報提供は遅れ、避難措置にも問題
があり、こうしたことの検証を行い、③現下
の政策として、「除染」か「他地域への避難」
か、ということになるが、後者への公的支援
は欠落し、「自由選択」で来ていない状況を
批判的に分析し、全国的な退避支援システム
も、地元復旧システムとともに、検討する。
④産業損害としての農業・漁業関連の放射能
汚染も深刻だが、地球規模的な視点からの対
応を考える。（５）さらに、民法原理的には、
宮城・岩手型損害救済システムとのギャップ
（つまり、「責任法」によるか否かでの救済
格差）を再検討し、両災害の比較検討も行う。 
 第３の問題〔家族・地域コミュニティの再
生〕に関しては、この大震災被害は、親の死
亡・行方不明に直面した子どもは、宮城・岩
手・福島三県だけで２０００人近くとなる状
況だが、例えば、①震災孤児への対応として、
児童養護施設、養子・里親制度などの現況を
調査し、②不幸に遭遇した精神的障碍（PTSD
等）へのケアシステムの充実を模索し、③被
災住宅関連のコミュニティ崩壊への対応の
仕方を追求する。④さらに、放射能退避によ
る全国への離散対応へのコミュニティ再構
築なども、ボランティア組織と連携しつつ、
検討を進める。 
 
４．研究成果 
 第１に、東日本大震災の現地調査としては、
津波被災地としては、釜石、石巻、登米、南
三陸、気仙沼、陸前高田等調査し、放射能被
災地としては、南相馬、飯舘村（さらに村民
が避難する伊達東仮設住宅）、楢葉、富岡、
さらに浪江町の津島地区にて、被災者住民と
の会合を持ち、放射能被害状況、コミュニテ
ィの推移、集団防災移転事業などの調査を行
った。 
 さらに、放射能被害との関係では、原賠法
訴訟、原発 ADR の動向などを巡り、関係弁護
士との共働での研究会（原賠研）のコアメン
バーとして定期的に参加し、分担者淡路など
とともに、被災者補償プランを策定した原賠
審の批判的検討を包括的に行っている。 
吉田が担当したのは、営業損害の問題（こ

れは仙台の弁護士の依頼による被害者救済
の支援活動に由来する）及び自主避難者の問
題である。後者については、北海道にも多数
の被災者がいるために、定期的に聞き取り作
業をして､その問題分析､今後の方向性を論
ずる成果も公表した。原賠審の出した中間指
針・その追補のもっとも深刻な構造的な問題
があるところであり、今後ともその検討は続
けていきたい。 
 第２に、理論研究・比較法研究として、ア
メリカの２００５年のカトリーナ水害問題、
２０１２年の同東部のサンディの洪水被害
復興､２０１３年のオクラホマの竜巻被害な
ども現地調査し､市場主義の代表と言えるア
メリカにおいても、日本以上の公的災害支援
がなされているという皮肉な結果を明らか

にした。さらに、２０１０年のハイチの震災
調査、インドネシアのバンダアチェの２００
４年の津波被害・そこでの高台移転の実践、
タイの２０１１年水害についても調査し（２
０１３年）、こうした発展途上国での災害復
興における国際支援の意義についての考察
を深めることができた。 
 他方で、放射能被害に関しては、チェルノ
ブイリ被災地訪問を行い、関係の病院、保養
所、災害復興庁などの関係者からの聞き取り
を行い（２０１４年）、またスリーマイル島
の周辺住民からの被害聞き取りも試みた。貴
重な企画ではあったが、まだ健康被害の把握
は、包括的なものではなく、今後とも調査を
続行したい。淡路が組織した日仏の国際会議
も、この問題に関わる比較法的研究として、
有益であったが、さらにこれを発展させたい。 
 その他、このような長期的に深刻被害をも
たらす、有害物質の被害救済については、国
際的に問題になっており、それに関わるブラ
ジル調査にも着手し、今後ともシンポで、連
携ができた、中国・インド・タイなどの調査
をも行いたい。 
 第３に、家族・地域コミュニティの崩壊状
態（例えば、家庭内暴力、孤独死、PTSD）に
ついては、例えば、辻内研究会での意見交換
からも、深刻な状況であることは、認識でき
たが、調査としては、不十分にとどまった。
これも今後の課題とし、同教授も共同研究者
とした新たな研究組織を編成している。 
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